
付録

1 国立学校設置法抜粋

国立大学設置法，昭和24年 5月31日公布 法律第150号

第2章国立大学

第4条 国立大学に，次の表（下）に掲げるとおり，研究所を付置する．

大学の名称 I研究所の名称 I位置 目 的

東京大学 生産技術研究所 I東京都 I
生産に関する技術的問題の科学的総合研

究並ぴに研究成果の実用化試験

（注） 国立学校設置法一部改正により昭和37年 3月29日付の官報に 4月 1日を

もって位置の項が千葉県より東京都に変更する旨が公布された．

2 東京大学生産技術研究所規則

（昭和37.6.19制定）

改正昭和39.5 .19, 昭和39.6.23 

昭和40.6 .22, 昭和41.6.28 

昭和42.9.19, 昭和43.12.17

昭和48.5.15, 昭和50.4.15 

昭和51.6.15, 昭和52.5.17 

H召禾廿59.6.12, B召和60.5.21 

H召矛廿61.5.20 

（目的）

第 1条 束京大学生産技術研究所（以下（研究所」という．）は，国立学校設骰法（昭和24年法

律第150号）第 4条第 1項の規定に基づき，生産に関する技術的問題の科学的総合研究並ぴに

研究成果の実用化試験を行なうことを目的とする．

（所長）

第2条研究所に，所長を置く．

2. 所長は，研究所を代表し，その所務をつかさどる．

（研究部門）

第3条研究所に，次に掲げる研究部門を置く．

応用数学 マイクロ波工学

応用光学 電子演算工学

応用超音波工学

放射線工学

材料強度機構学

動的材料強弱学

惜報処理工学

無機工業化学

有機工業化学

鉄鋼製錬工学
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流体物理学 環境計測化学

伝熱工学 工業物理化学

機械力学 複合金属素材工業

流体機械学 環境化学工学

熱原動機学 金属材料学

変形加工学 放射性同位元素工学

船体運動学 交通制御工学

切削工作計画工学 建築生産学

精密工作学 水工学

化学機械学 建築構造学

耐震機械構造学 土木構造学

画像電子デバイス工学 地形情報処理工学

電力工学 生産技術史

画像情報機器学 環境制御物理学

電力機器学 生産施設防災工学

応用電子工学 多次元数値情報処理工学

（附属研究施設）

第 4条 研究所に，次に掲げる附属の研究施設を置く．

千葉実験所

計測技術開発センター

先端素材開発研究センター

機能エレクトロニクス研究センター

（教授会）

第 5条 研究所に，重要な事項を審議するため，教授会を置く．

2. 教授会の組織及ぴ運営に関する事項は，別に定める．

（事務部）

第 6条 研究所の事務を処理するため，事務部を置く．

2. 事務部に関する事項は，別に定める．

（細則への委任）

第 7条 この規則に規定するもののほか，この規則の実施について必要な事項は，細則で定め

る．

附則

1 この規則は，昭和59年 6月12日から施行し，昭和59年 4月1日から適用する．ただし，

機能エレクトロニクス研究センターに係る改正規定は，昭和59年 4月11日から適用する．

2 機能エレクトロニクス研究センターは，平成 6年 3月31日まで存続するものとする．

附則

1 この規則は，昭和60年 5月21日から施行し，昭和60年 4月 1日から適用する．
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2 先端素材開発研究センターは，平成 7年 3月31日まで存続するものとする．

附則

1 この規削は，昭和61年 5月20日から施行し，昭和61年 4月 5日から適用する．

2 多次元数値情報処理工学研究部門は，平成 8年 3月31日まで存続するものとする．

3 東京大学生産技術研究所千葉実験所規程

（昭和42.7.19制定）

改正昭和50.2.19 

昭和53.1.16 

（設 罹 ）

第 1条 東京大学生産技術研究所（以下「本所」という．）に国立学校設骰法施行規則第20条に

より附属研究施設として，千葉実験所（以下「実験所」という．）を岡<. 

（目的）

第2条 実験所は，本所勁務の教授，助教授又は講師が主体となって，生産に関する技術的諸

間題の研究成呆を実用化するための大規模な実験研究を行なうとともに本所麻布庁舎ではで

きない研究を行なうことを目的とする．

（実験所の長）

第3条実験所に，実験所長を骰＜．

2. 実験所の長は，本所の教授又は助教授をもってあてる．

3. 実験所長の任期は， 2年とし再任を妨げない．

4. 実験所の長は，実験所を代表し，その所務をつかさどる．

（管理運営委貝会）

第4条 実験所の管理運営のため，所長の諮問機関として千葉実験所管理運営委貝会（以下「委

貝会」という．）を岡く．

2. 委貝会に関する事項は，別に定める．

（事務室）

第 5条 実験所に，実験所の事務を処理するため，事務室を岡＜．

2 . 事務室に関する事項は，別に定める．

附 則

この規定は，昭和53年 1月16日より施行する．

4 東京大学生産技術研究所計測技術開発センター規程

（昭和48.8.23制定）

（設置）

第 1条 東京大学生産技術研究所（以下「本所」という．）に附属研究施設として，計測技術開

発センター（以下「センター」という．）を岡く．

（目的）
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第 2条 センターは，本所における環境工学に関する物理的及び化学的計測法等の基礎的研究

を行ない，計測技術の開発を行なう．

（機構）

第3条 センターに長を閤＜．

2. センターの長は，本所の教授又は助教授をもってあてる．その任期は 2年とする．ただし，

重任を妨げない．

3. センターの長は，センターを代表し，その管理運営をつかさどる．

4 . センターに職貝若干名を置く．

附 則

1 . この規程は，昭和48年 8月23日から施行し，昭和48年 4月12日から適用する．

2. センターの事務は，当分の間事務部総務課で行なう．

5 東京大学生産技術研究所先端素材開発研究センター規則

（昭和60.5.21制定）

（設置）

第 1条 東京大学生産技術研究所（以下「本所」という．）に附属研究施設として，先端素材開

発研究センター（以下「センター」という．）を罹<.

（目的）

第 2条 センターは，高機能複合材料，ニューセラミックス，機能性合金等の基礎及ぴ応用に

関する開発研究を行う．

（機構）

第 3条 センターに長を罹＜．

2. センターの長は，本所の教授又は助教授をもってあてる．

3. センターの長の任期は 2年とし，再任を妨げない．

4 . センターの長は，センターを代表し，その管理運営をつかさどる．

第 4条 センターに職貝若干名を置く．

附則

1 . この規則は，昭和60年 5月21日から施行し，昭和60年 4月1日から適用する．

2. 本施設は，平成 7年 3月31日まで存続するものとする．

3. センターの事務は，当分の間事務部総務課で行う．

4 . 東京大学生産技術研究所複合材料技術センター規程（昭和50年10月 6日施行）は，廃止す

る．

6 東京大学生産技術研究所機能エレクトロニクス研究センター規則

（昭和59.6. 4制定）

（設罹）

第 1条 東京大学生産技術研究所（以下「本所」という．）に付属研究施設として，機能エレク
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トロニクス研究センター（以下「センター」という．）を置く．

（目的）

第 2条 センターは，機能デバイス，機能回路及び機能情報処理の研究を行う．

（機構）

第 3条 センターに長を阻<. 

2. センターの長は，本所の教授又は助教授をもってあてる．

3. センターの長の任期は 2年とし，再任を妨げない．

4. センターの長は，センターを代表し，その管理運営をつかさどる．

第 4条 センターに職貝若干名を置く．

附則

1 . この規則は，昭和59年 6月 4日から施行し，昭和59年 4月11日から適用する．

2. 本施設は，平成 6年 3月31日まで存続するものとする．

3. センターの事務は，当分の間事務部総務課で行う．

4. 東京大学生産技術研究所多次元画像情報処理センター規程（昭和53年 2月15日施

行）は，廃止する．

7 東京大学生産技術研究所研究生規則

（平成元年11月21日制定）

（目的）

第 1条 この規則は，東京大学生産技術研究所（以下「本所」という．）における研究生の取扱

いについて必要な事項を定めることを目的とする．

（研究生の入所）

第 2条 本所において，生産技術に関する事項の研究に従事しようとする者があるときは，本

所の研究・教育に支障がないと認めた場合に限り，選考の上，研究生として入所を許可する

ことがある．

（入所の賽格）

第3条 研究生として入所することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする．

(1) 大学の学部を卒業した者

(2) 本所において，前号と同等以上の学力があると認めた者

(3) 相当の経験を有する者で，本所において，十分な専門的知識を有すると認めたもの

（出願方法）

第4条 研究生として入所を希望する者は，所定の願書に履歴書及ぴ検定料を添えて，東京大

学生産技術研究所長（以下「所長」という．）に願い出なければならない．

（選考）

第 5条 前条の入所希望者に対する選考は，その者が研究に従事しようとする研究分野の教官

と協議の上，所長が行うものとする．

（入所の許可）
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第6条 所長は，前条の選考に合格し，かつ，所定の期日までに入学料を納付した者に入所を

許可するものとする．

（研究期間）

第7条 研究生の研究期間は， 1年以内とする．ただし，引き続きその研究に従事するため，

研究期間の延長を願い出たときは， 1年ごとにこれを許可することがある．

（研究方法）

第 8条 研究生は，所長の指定した教官の指導を受けて，研究に従事するものとする．

（研究料の納付）

第9条 研究生は，その研究期間に応じて，月額の 3月分又は 6月分の研究料を前納しなけれ

ばならない．

2. 既納の研究料は，返遠しない．

（検定料，入学料及ぴ研究料の額）

第10条 第4条の検定料，第 6条の入学料及び前条の研究料の額は，国立の学校における授業

料その他の費用に関する省令（昭和36年文部省令第 9号）第12条の規定に基づき定められた

額とする．

（報告書の提出）

第11条 研究生は，研究期間満了後速やかに，その研究状況及ぴ成果を報告書にまとめ，指導

教官を経て所長に提出しなければならない．

2. 研究生の研究期間が 1年以上にわたるときは， 1年ごとに，その研究状況の中間報告書を，

前項に準じて提出しなければならない．

（願い出による退所）

第12条 研究生が研究期間の中途で退所しようとするときは，その理由を付して，所長に願い

出て，その許可を受けなければならない．

（退所命令）

第13条 所長は，病気その他の理由により研究を継続することが適当でないと認めたときは，

その研究生に対して退所を命ずることができる．

（学内規則の遥守）

第14条 研究生は，東京大学又は本所が定める諸規則を追守しなければならない．

（補則）

第15条 この規則に定めるもののほか，研究生の取扱いについて必要な事項は，教授総会（教

授，助教授及ぴ専任講師で構成する教授会をいう．）の議を経て，所長が定める．

附則

1 この規則は，平成元年11月21日から施行する．

2 改正後の第 4条の規定にかかわらず，平成元年度に入所する者からは，検定料を徴収し

ない．
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8 受託研究員制度実施要項

昭和42年 7月18日 大臣裁定

改正昭和50.3.26 

H召利]55.12.8 

U召禾廿59.6.30 

H召禾061.10.2 

平成元 4.1 

平成元 8.3 

（目 的 ）

1. この制度は，我が国産業の進展に資するため，民間会社等の現職技術者及び研究者（以下

「現職技術者等」という．）に対し，国立大学等における研究の機会を与え，その能力のいっ

そうの向上を図ることを目的とする．

（受託研究貝の受入れ）

2. 国立大学及び国立大学共同利用機関（以下「国立大学等」という．）は，前項の目的を達成

するため，民間社会等の委託に応じ，現職技術者等を受託研究貝として受け入れることがで

きる．

（衰格）

3. 受託研究貝として受け入れることができる者は，現職技術者等であって，大学の学部を卒

業した者又は国立大学等の長がこれに準ずる学力があると認めた者とする．

（申請• 許可）

4. 受託研究貝の受入れは，民間社会等の長の申請に基づき，国立大学等の長がこれを許可す

るものとする．

（受入れ協議）

5. 国立大学等の長は，受託研究貝の受入れ許可を行うに当っては，別紙様式による書類を添

え，あらかじめ文部省学術国際局長に協議するものとする．

（受入れ報告）

6. 国立大学等の長は，受託研究貝の受入れを許可したときは，受託研究貝の氏名及ぴ受入れ

許可年月日を文部省学術国際局長に報告するものとする．

（研究期間）

7. 受託研究貝の研究期間は 1年以内とする．ただし，受入れを許可された日の属する会計年

度を超えることができない．

研究の継続の必要があると認めるときは，翌年度において，更に受入れを許可することが

できる．

（研究方法）

8. 国立大学等は，受託研究貝の希望する研究事項を考慮してその指導教官を定め，大学院で

行う程度の研究の指導を行うものとする．
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（研究科）

9 . 受託研究貝の研究料は，文部大臣が別に定めるところにより国立大学等がこれを徴収する

ものとする．

（受入れ規程）

10. 国立大学等の長は，受託研究貝の受入れ手続その他必要な事項について別に規程を定め，

文部省学術国際局長に報告するものとする．

（実施期日）

11. この要項は，昭和42年度から実施する．

9 東京大学受託研究取扱規則

（昭和46.1. 1制定）

（趣旨）

第 1条 この規則は，東京大学（以下「本学」という．）における受託研究の取扱いについて必

要な事項を定めるものとする．

（定義）

第 2条 この規則において「受託研究」とは，外部からの委託を受けて，公務として行なう研

究で，これに要する経費を委託者が負担するものをいう．

2. この規則において「部局長」とは，学部長，附置研究所長およぴ実施細則に定める部局等

の長をいう．

3. この規則において「外国の政府等」とは，外国の政府，外国の団体もしくは外国人または

国際機関もしくは国際的に組織された団体をいう．

（受入れ条件）

第3条 受託研究の受入れの条件は，次の各号に掲げるものとする．

(1) 受託研究に要する経費（以下「受託費用」という．）は，当該研究の開始前に納入するこ

と．

(2) 受託研究を中止し，またはその期間を延長する場合においても受託費用は委託者に返還

しないこと．ただし，特別の事情がある場合には，不用となった経費の額の範囲内におい

て，その全部または一部を返還することがあること．

(3) 受託費用により取得した設備等は返遠しないこと．

(4) 次に掲げる場合には，委託者の受ける損害に対して，本学はその責任を負わないこと．

（ア） やむを得ない理由によって受託研究を中止し， もしくはその期間を延長し，または契

約を解除したため損害が生じたとき．

（イ） 受託研究を行なうため委託を受けた物品に損害が生じたとき．

（ゥ） 本学が，受託研究に関する契約に定める責務を委託者が履行しないものと認めてとっ

た措置に基づき損害が生じたとき．

(5) 受託研究実施上本学が必要と認めるときは，委託者に研究補助者の派遣を要請すること

ができること．

438 



(6) 本学は，委託者が契約に違反したため，受託研究を完了することが不可能となるに至った

場合には，受託研究に関する契約を解除することができること．

(7) 委託者は，受託研究に関する契約を解除することができないこと．

(8) 受託研究に関する結果は公表するものとし，その公表は，第 8条の定めるところにより，

本学が行なうこと．

(9) 受託研究の結果生じた工業所有権等の権利について特別の定めをしないこと．

2. 前項に定めるもののほか，部局長が必要と認める条件については，部局の定める手続きを

経て別にこれを定めることができるものとする．

3. 部局長は，第 1項第 1号およぴ第 3号に掲げる条件については，委託者が，国の機関もし

くは公社，公庫，公団等の政府関係機関または地方公共団体である場合には，契約担当官と

協議のうえこれを付さないことができる．

（申込みの方法）

第4条 受託研究の申込みは，部局長に対して文書により行なうものとする．

（受入れの決定およぴ契約の締結）

第5条 受託研究の受入れは，部局長が決定する．ただし，当該受託研究が外国の政府等から

の申込みにかかるものである場合には，総長が関係部局長の蹂見を聞いて，これを決定する．

2. 部局長が，前項の決定をするにあたっては，部局の定める手続きを経なければならないも

のとする．

3. 受託研究に関する契約の締結は，契約担当官（事務局長）が行なうものとする．

（研究の中止等）

第6条 受託研究を担当する職貝は，研究を中止し，または研究期間を延長する必要が生じた

ときは，ただちに部局長に報告し，その指示を受けるものとする．

2. 部局長は，前項の報告により，受託研究の実施上やむを得ないと認めるときは，当該研究

の中止またはその期間の延長を決定し，その旨を契約担当官に通知するものとする．期間の

延長の決定は，歳出予算の繰越しまたは繰越明許費にかかる翌年度にわたる債務負担の手続

を必要とするときは，当該手続が完了したのちに行なうものとする．

（研究の完了報告）

第7条 受託研究を担当する職貝は，当該研究が完了したときは，部局長に報告するものとす

る．

（研究の結果の公表）

第8条 受託研究に関する結果の公表は，当該研究を担当した部局の定めるところにより行な

うものとする．

（実施細則）

第9条 この規則の実施のための手続等について必要な事項は，実施細則で定める．

（定型的な受託研究の取扱い）

第10条 定型的な試験，測定およぴ検査等にかかる受託研究の取扱いについては，この規則に

かかわらず，別に定めるところによるものとする．
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附則

1 この規則は，昭和46年 1月 1日から施行する．

2 東京大学薬学部受託規則（昭和41年 1月27日制定），東京大学地裳研究所受託規程（昭和

38年10月22日制定），東京大学生産技術研究所受託規程（昭和25年 3月11日制定），東京大

学応用微生物研究所研究等受託規程（昭和30年 5月16日制定），東京大学物性研究所受託規

程（昭和38年10月22日制定），東京大学海洋研究所研究等受託規則（昭和40年 9月21日制定）

およぴ東京大学工学部附属総合試験所受託規程（昭和45年 6月16日制定）は，廃止する．

3 この規則施行の際，すでに受託研究を受入れ現に研究中のものについては，この規則の

定めるところにより受入れたものとみなす．

10 東京大学生産技術研究所受託処理規程

（昭和46.4.21制定）

第 1条 東京大学受託研究取扱規則にもとづき生産技術研究所（以下「本所」という．）に対し，

生産技術に関係がある学理的問題または，物品等の研究・試作試験・調査等を委託しようと

する者があるときは，この規程により処理する．ただし，定型的試験・調査については別に

定める．

第 2条 受託の諾否および受託すべきものについての担当官，その他心要な事項は，所長が常

務委貝会の議を経て，これを決定し，教授総会に報告する．

第 3条 常務委貝会は，必要に応じて常務委貝以外の教授，助教授，その他の職貝の出席を求

め，その受託研究に関して意見を徴することができる．

第 4条 主任担当官は研究を担当することの意義についての所見及ぴ受託費用算定明細書を所

長に提出する．

第 5条 主任担当官は，受託事項が終了したときは，受託研究完了報告書を作成し，所長に提

出しなければならない．

第 6条 受託事項に関する成果の公表は，担当官がこれを行うものとする．

第 7条 主任担当官となるものの資格は次のとおりとする．

1)教授 2)助教授 3)講師 4)併任教授 5)併任助教授

第 8条 受託事項に関し，工業所有権が発生した場合には，本所，発明者，委託者の三者が協

議するものとする．

第 9条 受託研究実施に際し，研究補助者を受入れる場合は，人事取扱要領に準じて取扱うも

のとし，所長が適当と認めた場合には，当該受託研究期間中についてのみこれを許可するも

のとする．

附 則

この規程は，昭和46年 4月21日より施行する．
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11 東京大学民間等共同研究取扱暫定要領

（昭和58.6.28制定）

1 . この要領は，昭和58年 5月11日付文学助第195「民間等との共同研究の取扱いについて」の

通知に基づき東京大学（以下「本学」という．）において，民間等外部の機関（以下「民間機

関等」という．）との共同研究を実施するために必要な事項を暫定的に定める．

2. (イ） この要領において「共同研究」とは，本学において，民間機関等から研究者及ぴ研究

経費等を受け入れて，本学の教官が当該民間機関等の研究者と共通の課題につき，共同

して行う研究をいう．

（口） この要領において「部局長」とは，学部長，附粧研究所長及び別表に定める部局の長

をいう．

3. (イ） 本学は，民間機関等から共同研究に派遣される研究者を民間等共同研究貝として受け

入れるものとする．

（口） 民間等共同研究貝は，民間機関等において現に研究業務に従事し，共同研究のために

現職のまま本学に派遣される者であるものとする．

（ハ） 民間等共同研究貝は，本学の教官に準じた立場で共同研究に従事するものとする．

（二） 民間等共同研究貝の研究料は，別途本学歳入徴収官の発行する納入告知書により納付

するものとする．

4 . (イ） 本学は，施設・設備を共同研究の用に供するとともに，その維持・管理に必要な経常

経費等を負担するものとする．

（口） 民間機関等は，共同研究遂行上特に必要とする謝金，旅費，消耗品費等の直接的な経

費（以下「直接経費」という．）を負担するものとする．

（ハ） 本学は，共同研究に要する経費を分担する必要がある場合は，前項に定める直接経費

の一部を負担することができるものとする．

（二） 前項により直接経費の一部を負担するにあたって，特に予算措散を必要とする場合に

は，共同研究経費の配分を申訥することができるものとする．

5. (イ） 共同研究に要する経費により，研究の必要上，新たに取得した設備等は，本学の所有

に属するものとする．

（口） 共同研究遂行上必要な場合には，民間機関等からその所有に係る設備を受け入れるこ

とができるものとする．

（ハ） 民間機関等の所有する特定の設備を使用することが必要であり，かつ，当該設備を本

学に搬入することが困難な場合には，本学の教官は当該設備が所在する施設において研

究を行うことができるものとする．この場合においては正規の出張手続をとるものとす

る．

6. (イ） 民間機関等から共同研究の申請があったときは，共同研究を行おうとする本学の教官

は別紙様式 1により作成した申請書に，必要な参考資料を添付し部局長へ提出するもの

とする．
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（口） 部局長は，共同研究の受け入れを行おうとするときは，部局の所定の手続を経て，総

長に申請書を提出するものとする．

（ハ） 総長は，部局長からの申請に基づいて文部省に申請書を提出するものとする．

7. 部局長は，文部省の査定結果を勘案し，受け入れを決定した場合は，共同研究の相手方で

ある民間機関等と最終的に合意した別紙様式 2による計画書を総長に提出するものとする．

8. 共同研究に関する契約の締結は，契約担当官（事務局長）が行うものとする．

9. (イ） 共同研究を担当する本学の教官は，研究を中止し，又は研究期間を延長する必要が生

じたときは，ただちに部局長にその旨を報告し，指示を受けるものとする．

（口） 部局長は，前項の報告により，やむを得ないと認めるときは，当該研究の中止又は期

間の延長を決定し，その旨を契約担当官に通知するものとする．

なお，延長期間が次年度にわたる場合は， 2月末日までに延長を決定するものとする．

（ハ） 延長期間が次年度にわたる場合はただちに歳出予算の繰越等の手続に必要な書類を添

えて経理部主計課へ提出するものとする．

10. 共同研究の結果生じた特許等の権利については，別に定めるところによるものとする．

11. 共同研究を担当する本学の教官は，当該研究が完了したときは，部局長に報告するものと

する．

12. 共同研究に関する結果の公表について，その時期，方法等を定める必要がある場合には，

部局長と民間機関等との間で協議するものとする．

13. 5. (口）により，民間機関等から当該共同研究の必要上受け入れた設備については，物品管

理法（昭和31年法律第113号）に基づき管理するものとする．
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C地区 B地区

A地区 1 試験工場
2 大型構造物振動実験棟
3 構造物動的破壊実験棟
4 A-4 (推薬製造室）

5 A-5 (エ作室）
6 A-6 (計測室）
7 A-7 (燃料およぴ燃焼室）

8 門衛所
9 レーザミリ波実験室

10 危険物倉庫
11 地震応答実験棟

12 同上付属棟
13 モデル応答観測塔
14 碍子漏洩試験設備

B地区 1 B-1 (東10号館）（事務室）
2 B-2 (東 9号館）
3 B-3 (東 7号館）
4 B-4 (東11号館）
5 テニスコート

6 土質工学模型実験設備
7 雨水浸透処理実験設備

C地区 1 C-1 (東 6号館）

c・ 
口 10

令⑤

A地区
0 50 100m .....__....____ 

2 特殊吹精室
3 特殊吹精実験室倉肌
4 補強試験盛土

5 防音実験住宅
6 コンクリート試験体

D地区 1 変龍室
2 応答観測用液体貯槽群

3 計測記録測定室
4 免震実験住宅
5 船舶航海性能試験水槽実験棟
6 汚水ポンプ室

7 超高圧放電観測室
E地区 1 水工学実験棟

2 E-2 (東12号館）
3 E-3 (漑青化学実験室(2))

4 E-4 (淵青化学実験室(1))
5 E-5 (給水ポンプ室）

6 二次元造波水槽測定室
7 津波高潮水槽実験室

8 津波高潮実験観測室
9 津波高潮機械室

F地区 1 地盤ひずみ観測設備

東京大学生産技術研究所千葉実験所 配置図


